
福 井 市 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規 則  

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日  

規 則 第 ３ ３ 号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 福 井 市 企 業 立 地 促 進 条 例 （ 平 成 ２ ８ 年 福 井 市 条 例

第  号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 次 項 に 定 め る も の の ほ か 、 条

例 の 例 に よ る 。  

２  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定

め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 製 造 業  日 本 標 準 産 業 分 類 （ 平 成 ２ ５ 年 総 務 省 告 示 第 ４ ０ ５ 号 。

以 下 「 産 業 分 類 」 と い う 。） に 掲 げ る 大 分 類 Ｅ － 製 造 業 に 属 す る 製

造 業 を い う 。  

(2) 基 幹 産 業  次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  

ア  本 市 経 済 の 基 盤 と な る 産 業 で あ っ て 、 別 表 第 １ に 定 め る も の  

イ  そ の 他 本 市 経 済 の 基 盤 と な る 産 業 と し て 市 長 が 認 め る も の  

(3) 成 長 産 業  新 た な 市 場 を 開 拓 す る こ と 、 又 は 新 た な 事 業 を 創 出 す

る こ と が 見 込 ま れ 、 か つ 、 成 長 す る 可 能 性 が 高 い 産 業 で あ っ て 、 別

表 第 ２ に 定 め る も の を い う 。  

(4) 物 流 関 連 産 業  産 業 分 類 に 掲 げ る 中 分 類 ４ ４ ‐ 道 路 貨 物 運 送 業 、

中 分 類 ４ ７ ‐ 倉 庫 業 、 中 分 類 ４ ８ ‐ 運 輸 に 附 帯 す る サ ー ビ ス 業 そ の

他 輸 送 、 保 管 等 の 機 能 を 有 す る も の と し て 市 長 が 認 め る も の を い う 。  

(5) 研 究 開 発 施 設  製 造 業 の 研 究 若 し く は 新 た な 技 術 の 開 発 を 行 う 施



 

設 又 は 産 業 分 類 に 掲 げ る 小 分 類 ７ １ １ 自 然 科 学 研 究 所 を い う 。  

(6) 本 社 機 能 施 設  調 査 ・ 企 画 部 門 、 情 報 処 理 部 門 、 国 際 事 業 部 門 、

営 業 企 画 部 門 、 商 品 企 画 ・ 開 発 ・ 設 計 部 門 そ の 他 管 理 業 務 部 門 の 事

務 所 及 び 研 修 所 を い う 。  

(7) 新 設  次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を い う 。  

ア  市 内 に 工 場 等 を 有 し な い 企 業 が 、 新 た に 市 内 に 立 地 を 行 い 、 事

業 を 開 始 す る こ と 。  

イ  市 内 に 工 場 等 を 有 す る 企 業 が 、 当 該 工 場 等 の 操 業 を 継 続 し 、 市

内 の 別 の 敷 地 に お い て 新 た に 立 地 を 行 い 、 事 業 を 開 始 す る こ と 。  

(8) 増 設  市 内 に 工 場 等 を 有 す る 企 業 が 、 当 該 工 場 等 の 事 業 を 継 続 し 、

当 該 工 場 等 と 同 一 の 敷 地 に お い て 新 た に 立 地 （ 工 場 等 の 延 床 面 積 の

増 加 を 伴 う も の に 限 る 。） を 行 い 、 事 業 を 開 始 す る こ と を い う 。  

(9) 移 設  市 内 に 工 場 等 を 有 す る 企 業 が 、 当 該 工 場 等 の 操 業 を 停 止 し 、

市 内 の 別 の 敷 地 に お い て 新 た に 立 地 を 行 い 、 事 業 を 開 始 す る こ と を

い う 。  

(10)  建 設  工 場 等 の 新 設 、 増 設 又 は 移 設 を す る こ と を い う 。  

(11)  敷 地  工 場 等 が 所 在 す る 土 地 及 び 当 該 土 地 と 一 体 と し て 管 理 し 、

又 は 使 用 す る 土 地 を い う 。  

(12)  新 規 雇 用 者  建 設 を し た 工 場 等 の 操 業 に 伴 い 、 当 該 操 業 を 開 始

し た 日 の １ 年 前 の 日 か ら 当 該 操 業 を 開 始 し た 日 後 １ 年 を 経 過 す る 日

ま で の 間 に 、 当 該 工 場 等 に お い て 常 時 使 用 す る 従 業 員 （ 雇 用 保 険 法

（ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 と

し て 同 法 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ て い る 者 に 限 る 。 以 下 同

じ 。） と し て 採 用 さ れ た 者 で 、 市 内 に 住 所 を 有 し 、 か つ 、 当 該 採 用

さ れ た 日 か ら ６ 月 以 上 継 続 し て 雇 用 さ れ て い る も の を い う 。  



 

(13)  転 属 者  建 設 を し た 工 場 等 の 操 業 に 伴 い 、 企 業 の 常 時 使 用 す る

従 業 員 と し て 市 外 の 工 場 等 に お い て 雇 用 さ れ て い た 者 で 、 当 該 企 業

が 第 ４ 条 第 １ 項 の 申 請 を し た 日 か ら 当 該 操 業 を 開 始 し た 日 後 １ 年 を

経 過 す る 日 ま で の 間 に 、 当 該 申 請 に 係 る 工 場 等 に 転 属 し 、 か つ 、 当

該 転 属 し た 日 か ら ６ 月 以 上 継 続 し て 常 時 使 用 す る 従 業 員 と し て 雇 用

さ れ て い る も の （ 市 内 に 住 所 を 有 し て い る 者 に 限 る 。） を い う 。  

(14)  研 究 員  建 設 を し た 研 究 開 発 施 設 の 操 業 に 伴 い 、 当 該 研 究 開 発

施 設 に お い て 常 時 使 用 す る 従 業 員 と し て 採 用 さ れ た 者 を い う 。  

(15)  投 下 固 定 資 産 取 得 額  工 場 等 の 建 設 に 係 る 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５

年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ３ ４ １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 固 定 資 産 （ 以 下 「 固

定 資 産 」 と い う 。） の 取 得 に 要 し た 費 用 の う ち 別 表 第 ３ に 定 め る も

の の 総 額 を い う 。  

(16)  投 下 固 定 資 産 相 当 額  工 場 等 の 建 設 に 係 る 固 定 資 産 の 取 得 に 要

し た 費 用 の う ち 別 表 第 ４ に 定 め る も の の 総 額 を い う 。  

（ 奨 励 措 置 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ３ 条 第 １ 号 の 助 成 金 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

(1) 企 業 立 地 助 成 金  

(2) 研 究 開 発 施 設 立 地 助 成 金  

(3) 本 社 機 能 施 設 立 地 助 成 金  

(4) 研 究 員 雇 用 奨 励 助 成 金  

２  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 助 成 金 の 対 象 と な る 産 業 又 は 業 種 、 地 域 、 立 地

形 態 、 投 下 固 定 資 産 取 得 額 、 新 規 雇 用 者 及 び 転 属 者 の 人 数 、 助 成 対 象

経 費 、 助 成 率 並 び に １ 事 業 当 た り の 交 付 限 度 額 は 、 別 表 第 ５ の と お り

と す る 。  

３  第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 助 成 金 の 対 象 と な る 施 設 、 地 域 、 立 地 形 態 、



 

投 下 固 定 資 産 取 得 額 、 助 成 対 象 経 費 、 助 成 率 及 び １ 事 業 当 た り の 交 付

限 度 額 は 、 別 表 第 ６ の と お り と す る 。  

４  第 １ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 助 成 金 の 対 象 と な る 施 設 、 地 域 、 立 地 形 態 、

投 下 固 定 資 産 取 得 額 、 新 規 雇 用 者 及 び 転 属 者 の 人 数 、 助 成 対 象 経 費 、

助 成 率 並 び に １ 事 業 当 た り の 交 付 限 度 額 は 、 別 表 第 ７ の と お り と す る 。  

５  第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 助 成 金 の 対 象 企 業 、 助 成 額 及 び １ 事 業 当 た り

の 交 付 限 度 額 は 、 別 表 第 ８ の と お り と す る 。  

６  １ の 企 業 に 交 付 す る 助 成 金 の 総 額 は 、 １ ０ 億 円 を 超 え な い も の と す

る 。 た だ し 、 市 長 が 、 将 来 に わ た り 大 規 模 な 雇 用 を 創 出 す る 等 、 本 市

の 産 業 の 発 展 に 寄 与 す る 企 業 で あ る と 特 に 認 め る 場 合 は 、 そ の ２ 倍 を

超 え な い 額 と す る こ と が で き る 。  

（ 企 業 の 指 定 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 奨 励 措 置 を 受 け よ う と す る 企 業 は 、 市 長

に 申 請 を し 、 そ の 指 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 項 の 指 定 （ 以 下 「 指 定 」 と

い う 。） に 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 指 定 の 申 請 等 ）  

第 ５ 条  指 定 を 受 け よ う と す る 企 業 は 、 工 場 等 の 建 設 に 係 る 工 事 （ 以 下

「 建 設 工 事 」 と い う 。） を 行 う 場 合 に あ っ て は 当 該 建 設 工 事 の 着 工 ま

で に 、 賃 貸 物 件 を 利 用 す る 場 合 に あ っ て は 当 該 利 用 に 係 る 賃 貸 借 契 約

の 締 結 ま で に 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が 特 に 認

め る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 企 業 立 地 指 定 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 行 う も の と す る 。  

(1) 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  



 

(2) 定 款 又 は 規 約  

(3) 事 業 概 要 書  

(4) 土 地 に 係 る 契 約 書 の 写 し 等 （ 土 地 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  

(5) 工 場 等 の 建 設 工 事 の 見 積 書 等 （ 工 場 等 の 建 設 工 事 を 行 う 場 合 に 限

る 。）  

(6) 工 事 計 画 書 （ 工 場 等 の 建 設 工 事 を 行 う 場 合 に 限 る 。）  

(7) 事 業 所 の 付 近 見 取 り 図 、 配 置 図 、 平 面 図 及 び 立 面 図  

(8) 国 税 、 都 道 府 県 税 及 び 市 区 町 村 税 の 納 付 を 証 明 す る 書 類 （ 都 道 府

県 税 及 び 市 区 町 村 税 に つ い て は 、 本 社 が 所 在 す る 都 道 府 県 及 び 市 区

町 村 に 係 る も の ）  

(9) 市 税 に 関 す る 情 報 の 照 会 に つ い て の 同 意 書  

(10)  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 当 と 認 め た と き は 指 定 の 決 定 を し 、 企 業 立 地 指 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２

号 ） に よ り 当 該 申 請 を し た 企 業 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 指 定 内 容 の 変 更 等 ）  

第 ６ 条  前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 企 業 （ 以 下 「 指 定 企 業 」

と い う 。） は 、 企 業 立 地 指 定 申 請 書 及 び そ の 添 付 書 類 に 記 載 さ れ た 事

項 に つ い て 変 更 （ 軽 微 な 変 更 を 除 く 。） が あ る と き は 、 あ ら か じ め 企

業 立 地 指 定 内 容 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 当 該 変 更 の 内 容 が 分 か る

書 類 及 び 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 （ 当 該 変 更 に 係 る も の に 限 る 。）

を 添 え て 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 必 要 な 調 査 を 行 い 、

適 当 と 認 め た と き は 企 業 立 地 指 定 内 容 変 更 承 認 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ

り 当 該 申 請 を し た 指 定 企 業 に 通 知 す る も の と す る 。  



 

（ 事 業 の 中 止 等 ）  

第 ７ 条  指 定 企 業 は 、 事 業 を 中 止 す る と き 、 又 は 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 申 請 を し た 場 合 に お い て 第 ３ 条 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で に 規 定 す る 交

付 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き は 、 速 や か に 企 業 立 地 指 定 辞 退 届 （ 様

式 第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 建 設 工 事 着 工 届 ）  

第 ８ 条  指 定 企 業 は 、 工 場 等 の 建 設 工 事 に 着 工 し た と き は 、 速 や か に 建

設 工 事 着 工 届 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 工 場 等 操 業 開 始 届 ）  

第 ９ 条  指 定 企 業 は 、 工 場 等 の 操 業 を 開 始 し た と き は 、 速 や か に 工 場 等

操 業 開 始 届 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  指 定 企 業 は 、 土 地 若 し く は 建 物 の 取 得 後 又 は 建 物 の 賃 借 後 ３ 年 以 内

に 工 場 等 の 操 業 を 開 始 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長 が 特 別 な 理

由 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 雇 用 状 況 報 告 書 ）  

第 １ ０ 条  指 定 企 業 は 、 工 場 等 の 操 業 開 始 の 日 か ら １ 年 を 経 過 し た と き

は 、 雇 用 状 況 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 新 規 雇 用 者 及 び 転 属 者 の 雇 用 の

状 況 を 確 認 で き る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 の 申 請 等 ）  

第 １ １ 条  指 定 企 業 は 、 助 成 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 助 成 金 の 種 類 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添

え て 、 助 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

(1) 企 業 立 地 助 成 金  次 に 掲 げ る 書 類  

ア  土 地 に 係 る 契 約 書 の 写 し 等 （ 土 地 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  



 

イ  地 方 税 法 第 ３ ４ １ 条 第 １ ２ 号 に 規 定 す る 家 屋 課 税 台 帳 （ 以 下

「 家 屋 課 税 台 帳 」 と い う 。） に 記 載 さ れ た 固 定 資 産 税 評 価 額 を 証

明 す る 書 類 （ 工 場 等 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  

ウ  地 方 税 法 第 ３ ４ １ 条 第 １ ４ 号 に 規 定 す る 償 却 資 産 課 税 台 帳 （ 以

下 「 償 却 資 産 課 税 台 帳 」 と い う 。） に 記 載 さ れ た 課 税 標 準 額 を 証

明 す る 書 類 （ 償 却 資 産 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  

エ  土 地 及 び 建 物 の 登 記 事 項 証 明 書  

オ  雇 用 状 況 報 告 書 の 写 し  

カ  申 請 時 の 直 近 の ３ 営 業 年 度 の 決 算 書 及 び 財 務 諸 表 の 写 し  

キ  国 税 、 都 道 府 県 税 及 び 市 区 町 村 税 の 納 付 を 証 明 す る 書 類 （ 都 道

府 県 税 及 び 市 区 町 村 税 に つ い て は 、 本 社 が 所 在 す る 都 道 府 県 及 び

市 区 町 村 に 係 る も の ）  

ク  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

(2) 研 究 開 発 施 設 立 地 助 成 金  次 に 掲 げ る 書 類   

ア  土 地 に 係 る 契 約 書 の 写 し 等 （ 土 地 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  

イ  家 屋 課 税 台 帳 に 記 載 さ れ た 固 定 資 産 税 評 価 額 を 証 明 す る 書 類

（ 工 場 等 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  

ウ  償 却 資 産 課 税 台 帳 に 記 載 さ れ た 課 税 標 準 額 を 証 明 す る 書 類 （ 償

却 資 産 を 取 得 し た 場 合 に 限 る 。）  

エ  土 地 及 び 建 物 の 登 記 事 項 証 明 書  

オ  申 請 時 の 直 近 の ３ 営 業 年 度 の 決 算 書 及 び 財 務 諸 表 の 写 し  

カ  国 税 、 都 道 府 県 税 及 び 市 区 町 村 税 の 納 付 を 証 明 す る 書 類 （ 都 道

府 県 税 及 び 市 区 町 村 税 に つ い て は 、 本 社 が 所 在 す る 都 道 府 県 及 び

市 区 町 村 に 係 る も の ）  

キ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  



 

(3) 本 社 機 能 施 設 立 地 助 成 金  第 １ 号 に 掲 げ る 書 類  

(4) 研 究 員 雇 用 奨 励 助 成 金  次 に 掲 げ る 書 類   

ア  雇 用 状 況 報 告 書 の 写 し  

イ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 当 と 認 め た と き は 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 兼 交 付 額 の 確 定 通 知 書 （ 様

式 第 １ ０ 号 ） に よ り 当 該 申 請 を し た 指 定 企 業 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 の 請 求 ）  

第 １ ２ 条  前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 指 定 企 業 は 、 同 項 の 規

定 に よ る 通 知 を 受 け た 日 か ら １ ５ 日 以 内 に 、 助 成 金 請 求 書 （ 様 式 第 １

１ 号 ） に よ り 、 市 長 に 助 成 金 の 交 付 を 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 助 成 金 請 求 書 を 受 理 し た と き は 、 助 成 金 を 交 付 す る も の と

す る 。 た だ し 、 １ の 企 業 に 交 付 す る １ 事 業 当 た り の 助 成 金 の 額 が 別 に

定 め る 単 年 度 の 交 付 上 限 額 を 超 え る と き は 、 市 長 が 特 に 認 め る 場 合 を

除 き 、 分 割 し て 交 付 す る も の と す る 。  

３  助 成 金 の 額 （ 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 分 割 し て 交 付 す る 場 合 に

あ っ て は 、 各 交 付 時 に お け る 助 成 金 の 額 ） に １ ０ 万 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

（ 事 業 の 継 続 義 務 等 ）  

第 １ ３ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 指 定 企 業 は 、 当 該 交 付 に 係 る 工 場 等 を 、

操 業 を 開 始 し た 日 か ら １ ０ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 第 ３ 項 た だ し

書 の 規 定 に よ り 、 市 長 が や む を 得 な い と 認 め た 休 止 の 期 間 を 除 く 。  

）、 当 該 交 付 に 係 る 事 業 の 用 に 供 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 市 長

が や む を 得 な い と 認 め る 事 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 指 定 企 業 は 、 当 該 交 付 に 係 る 工 場 等 の 操 業 を



 

開 始 し た 日 か ら １ ０ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 は 、 当 該 交 付 に 係 る 固

定 資 産 を 除 却 し て は な ら な い 。 た だ し 、 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 等 に

関 す る 省 令 （ 昭 和 ４ ０ 年 大 蔵 省 令 第 １ ５ 号 ） に 規 定 す る 耐 用 年 数 を 経

過 し た 固 定 資 産 及 び 市 長 が や む を 得 な い と 認 め る 固 定 資 産 に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。  

３  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 指 定 企 業 は 、 当 該 交 付 に 係 る 工 場 等 の 操 業 を

開 始 し た 日 か ら １ ０ 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 は 、 当 該 工 場 等 に 係 る

事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し 、 又 は 廃 止 し て は な ら な い 。 た だ し 、 市

長 が や む を 得 な い と 認 め る 事 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  指 定 企 業 は 、 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 当 該 交 付 に 係 る 工 場 等 の 事

業 の 全 部 又 は 一 部 を 休 止 し 、 又 は 廃 止 し た と き は 、 速 や か に 、 事 業 休

止 （ 廃 止 ） 届 出 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 指 定 の 取 消 し ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 指 定 企 業 が 条 例 第 ５ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は 、 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、 既 に 実

施 し た 奨 励 措 置 が あ る と き は 、 当 該 指 定 を 取 り 消 さ れ た 指 定 企 業 に 対

し て 当 該 奨 励 措 置 に 要 し た 費 用 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る も の と

す る 。  

（ 報 告 又 は 調 査 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 奨 励 措 置 の 実 施 に 関 し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

指 定 を 受 け よ う と す る 者 及 び 指 定 企 業 に 対 し 、 報 告 及 び 必 要 な 書 類 の

提 出 を 求 め 、 又 は 当 該 職 員 に 実 地 の 調 査 を さ せ る こ と が で き る 。  

（ 指 定 企 業 の 地 位 の 承 継 ）  

第 １ ６ 条  指 定 企 業 に 相 続 、 営 業 の 譲 渡 、 合 併 及 び 分 割 が 生 じ た 場 合 に



 

お い て 、 市 長 の 承 認 を 受 け た と き は 、 当 該 指 定 企 業 の 相 続 人 、 営 業 の

譲 受 人 、 合 併 後 存 続 す る 法 人 若 し く は 合 併 に よ り 設 立 さ れ た 法 人 又 は

分 割 に よ り 当 該 事 業 を 承 継 し た 法 人 は 、 当 該 指 定 企 業 の 地 位 を 承 継 す

る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 指 定 企 業 の 地 位 の 承 継 の 承 認 を 受 け よ う と す る 者

は 、 事 業 承 継 後 速 や か に 企 業 立 地 指 定 承 継 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ）

に よ り 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 必 要 な 調 査 を 行 い 、

適 当 と 認 め た と き は 企 業 立 地 指 定 承 継 承 認 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ） に よ り

当 該 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 帳 簿 の 保 存 ）  

第 １ ７ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け た 指 定 企 業 は 、 当 該 助 成 金 に 係 る 収 入 及

び 支 出 を 明 ら か に し た 帳 簿 （ 証 拠 書 類 を 含 む 。） を 備 え 、 か つ 、 当 該

助 成 金 が 交 付 さ れ た 日 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ８ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則 （ 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 １ ０ 日 規 則 第 ３ １ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 規 則 第 ２ ５ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  



 

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 福 井 市 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規  

則 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 受 け た 企 業 へ の 当 該 交 付 に 係 る  

助 成 金 の 交 付 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 規 則 第 ４ ８ 号 ）  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 福 井 市 企 業 立 地 促 進 条 例 施 行 規  

則 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 指 定 を 受 け た 企 業 へ の 当 該 交 付 に 係 る  

助 成 金 の 交 付 申 請 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

基 幹 産 業  (1) 繊 維 関 連 産 業  

(2) 化 学 関 連 産 業  

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

成 長 産 業  (1) 自 動 車 関 連 産 業  

(2) 航 空 宇 宙 関 連 産 業  

(3) Ｉ Ｃ Ｔ 関 連 産 業  

(4) 健 康 医 療 関 連 産 業  

(5) エ レ ク ト ロ ニ ク ス 関 連 産 業  

(6) ロ ボ ッ ト 関 連 産 業  

(7) 農 商 工 関 連 産 業  

別 表 第 ３ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

区 分  費 用  

土 地  土 地 の 取 得 （ 操 業 開 始 の 日 前 ３ 年



 

以 内 の 取 得 に 限 る 。） に 要 し た 費

用 （ 賃 借 費 を 除 く 。）  

家 屋  工 場 等 の 取 得 に 要 し た 費 用 （ 賃 借

費 を 除 く 。）  

償 却 資 産  償 却 資 産 課 税 台 帳 に 記 載 さ れ た 取

得 価 額 （ 当 該 工 場 等 の 事 業 の 用 に

供 す る た め 、 新 た に 操 業 開 始 日 前

に 取 得 し た も の に 係 る も の に 限

る 。）  

別 表 第 ４ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

区 分  費 用  

土 地  土 地 の 取 得 （ 操 業 開 始 の 日 前 ３ 年

以 内 の 取 得 に 限 る 。） に 要 し た 費

用 （ 賃 借 費 を 除 く 。）  

家 屋  家 屋 課 税 台 帳 （ 取 得 し た 日 の 属 す

る 年 の 翌 年 の ４ 月 １ 日 が 属 す る 年

度 の も の に 限 る 。） に 記 載 さ れ た

固 定 資 産 税 評 価 額  

償 却 資 産  償 却 資 産 課 税 台 帳 （ 取 得 し た 日 の

属 す る 年 の 翌 年 の ４ 月 １ 日 が 属 す

る 年 度 の も の に 限 る 。） に 記 載 さ

れ た 課 税 標 準 額  

別 表 第 ５ （ 第 ３ 条 関 係 ）   

１  一 般 地 域  



 

対 象 産

業 等  

地 域  立 地 形

態  

投 下 固

定 資 産

取 得 額  

新 規 雇

用 者 及

び 転 属

者 の 人

数  

助 成 対

象 経 費  

助 成 率  １ 事 業

当 た り

の 交 付

限 度 額  

基 幹 産

業  

用 途 地

域 又 は

市 長 が

特 に 認

め る 地

域 （ 地

域 経 済

牽 引 事

業 の 促

進 に よ

る 地 域

の 成 長

発 展 の

基 盤 強

化 に 関

す る 法

律 （ 平

成 １ ９

年 法 律

新 設  ３ ０ 億

円 以 上  

５ ０ 人

以 上  

投 下 固

定 資 産

相 当 額

（ 投 下

固 定 資

産 相 当

額 が 投

下 固 定

資 産 取

得 額 を

超 え る

場 合 に

あ っ て

は 、 投

下 固 定

資 産 取

得 額 ）  

１ ０ ％

（ 第 ２

条 第 ２

項 第 ７

号 ア に

該 当 す

る 場 合

に あ っ

て は 、

２

０ ％ ）  

８ 億 円  

４ ０ 人

以 上  

７ 億 円  

１ ０ 億

円 以 上  

３ ０ 人

以 上  

６ 億 円  

２ ０ 人

以 上  

５ 億 円  

３ 億 円

以 上  

１ ０ 人

以 上  

３ 億 円  

５ 人 以

上  

２ 億 円  

移 設  １ 億 円

以 上  

３ 人 以

上  

２ 億 円  

増 設  

製 造 業

（ 基 幹

産 業 を

除

く 。）  

新 設  ３ ０ 億

円 以 上  

５ ０ 人

以 上  

１ ０ ％  ８ 億 円  

４ ０ 人

以 上  

７ 億 円  

１ ０ 億 ３ ０ 人 ６ 億 円  



 

第 ４ ０

号 ） 第

４ 条 第

６ 項 の

規 定 に

基 づ き

国 の 同

意 を 得

た 福 井

県 嶺 北

地 域 に

お け る

基 本 計

画 に 定

め る 重

点 促 進

区 域 又

は 波 寄

工 場 適

地 を 除

く 。）  

円 以 上  以 上  

２ ０ 人

以 上  

５ 億 円  

３ 億 円

以 上  

１ ０ 人

以 上  

３ 億 円  

５ 人 以

上  

２ 億 円  

移 設  １ 億 円

以 上  

３ 人 以

上  

２ 億 円  

増 設  

成 長 産

業 （ 基

幹 産 業

を 除

く 。）  

新 設  ３ ０ 億

円 以 上  

５ ０ 人

以 上  

１ ０ ％

（ 第 ２

条 第 ２

項 第 ７

号 ア に

該 当 す

る 場 合

に あ っ

て は 、

２

０ ％ ）  

８ 億 円  

４ ０ 人

以 上  

７ 億 円  

１ ０ 億

円 以 上  

３ ０ 人

以 上  

６ 億 円  

２ ０ 人

以 上  

５ 億 円  

３ 億 円

以 上  

１ ０ 人

以 上  

３ 億 円  

５ 人 以

上  

２ 億 円  

５ ， ０

０ ０ 万

円 以 上  

３ 人 以

上  

１ 億 円  

 



 

移 設  ５ ， ０

０ ０ 万

円 以 上  

３ 人 以

上  

２ 億 円  

増 設  

物 流 関

連 産 業

（ 基 幹

産 業 を

除

く 。）  

新 設  ３ 億 円

以 上  

５ 人 以

上  

１ ０ ％

（ 第 ２

条 第 ２

項 第 ７

号 ア に

該 当 す

る 場 合

に あ っ

て は 、

２

０ ％ ）  

２ 億 円  

 

移 設  １ 億 円

以 上  

３ 人 以

上  

 

１ 億 円  

増 設  

２  重 点 促 進 区 域 等  

対 象 産

業 等  

地 域  立 地 形

態  

投 下 固

定 資 産

取 得 額  

新 規 雇

用 者 及

び 転 属

者 の 人

数  

助 成 対

象 経 費  

助 成 率  １ 事 業

当 た り

の 交 付

限 度 額  

基 幹 産

業  

地 域 経

済 牽 引

事 業 の

促 進 に

新 設  ３ ０ 億

円 以 上  

５ ０ 人

以 上  

投 下 固

定 資 産

相 当 額

（ 投 下

２ ０ ％  ８ 億 円  

４ ０ 人

以 上  

７ 億 円  

 

 



 

よ る 地

域 の 成

長 発 展

の 基 盤

強 化 に

関 す る

法 律 第

４ 条 第

６ 項 の

規 定 に

基 づ き

国 の 同

意 を 得

た 福 井

県 嶺 北

地 域 に

お け る

基 本 計

画 に 定

め る 重

点 促 進

区 域 又

は 波 寄

工 場 適

１ ０ 億

円 以 上  

３ ０ 人

以 上  

固 定 資

産 相 当

額 が 投

下 固 定

資 産 取

得 額 を

超 え る

場 合 に

あ っ て

は 、 投

下 固 定

資 産 取

得 額 ）  

６ 億 円  

２ ０ 人

以 上  

５ 億 円  

３ 億 円

以 上  

１ ０ 人

以 上  

３ 億 円  

５ 人 以

上  

２ 億 円  

移 設  １ 億 円

以 上  

３ 人 以

上  

２ 億 円  

増 設  １ ０ ％  

製 造 業

（ 基 幹

産 業 を

除

く 。）  

新 設  ３ ０ 億

円 以 上  

５ ０ 人

以 上  

１ ０ ％  ８ 億 円  

４ ０ 人

以 上  

７ 億 円  

１ ０ 億

円 以 上  

３ ０ 人

以 上  

６ 億 円  

２ ０ 人

以 上  

５ 億 円  

３ 億 円

以 上  

１ ０ 人

以 上  

３ 億 円  

５ 人 以

上  

２ 億 円  

移 設  １ 億 円

以 上  

３ 人 以

上  

２ 億 円  

増 設  

 

 



 

成 長 産

業 （ 基

幹 産 業

を 除

く 。）  

地  新 設  ３ ０ 億

円 以 上  

５ ０ 人

以 上  

２ ０ ％  ８ 億 円  

４ ０ 人

以 上  

７ 億 円  

１ ０ 億

円 以 上  

３ ０ 人

以 上  

６ 億 円  

２ ０ 人

以 上  

５ 億 円  

３ 億 円

以 上  

１ ０ 人

以 上  

３ 億 円  

５ 人 以

上  

２ 億 円  

５ ， ０

０ ０ 万

円 以 上  

３ 人 以

上  

１ 億 円  

移 設  ５ ， ０

０ ０ 万

円 以 上  

３ 人 以

上  

２ 億 円  

増 設  １ ０ ％  

物 流 関

連 産 業

（ 基 幹

産 業 を

除

新 設  ３ 億 円

以 上  

５ 人 以

上  

 

２ ０ ％  

 

１ ０ ％  
 

２ 億 円  

移 設  １ 億 円

以 上  

３ 人 以

上  

１ 億 円  

増 設  



 

く 。）  

別 表 第 ６ （ 第 ３ 条 関 係 ）   

対 象 施

設  

地 域  立 地 形

態  

投 下 固

定 資 産

取 得 額  

助 成 対

象 経 費  

助 成 率  １ 事 業

当 た り

の 交 付

限 度 額  

研 究 開

発 施 設  

用 途 地

域 又 は

市 長 が

特 に 認

め る 地

域  

新 設  １ 億 円

以 上  

投 下 固

定 資 産

相 当 額

（ 投 下

固 定 資

産 相 当

額 が 投

下 固 定

資 産 取

得 額 を

超 え る

場 合 に

あ っ て

は 、 投

下 固 定

資 産 取

得 額 ）  

２ ０ ％  
 

２ 億 円  
 

増 設  １ ０ ％  １ 億 円  

移 設  

別 表 第 ７ （ 第 ３ 条 関 係 ）   



 

対 象 施

設  

地 域  立 地 形

態  

投 下 固

定 資 産

取 得 額  

新 規 雇

用 者 及

び 転 属

者 の 人

数  

助 成 対

象 経 費  

助 成 率  １ 事 業

当 た り

の 交 付

限 度 額  

本 社 機

能 施 設  

用 途 地

域 又 は

市 長 が

特 に 認

め る 地

域  

新 設  ５ ， ０

０ ０ 万

円 以 上  

３ 人 以

上  

投 下 固

定 資 産

相 当 額

（ 投 下

固 定 資

産 相 当

額 が 投

下 固 定

資 産 取

得 額 を

超 え る

場 合 に

あ っ て

は 、 投

下 固 定

資 産 取

得 額 ）  

１ ０ ％  ２ 億 円  

増 設  

移 設  

        

別 表 第 ８ （ 第 ３ 条 関 係 ）   



 

対 象 企 業  助 成 額  １ 事 業 当 た り の 交 付 限

度 額  

第 ５ 条 第 ３ 項 の 指 定

（ 第 ３ 条 第 １ 項 第 １

号 、 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号

の 助 成 金 に 係 る も の に

限 る 。） を 受 け た 企 業  

次 に 掲 げ る 額 の 合 計 額  

(1) 研 究 員 と し て 雇 用

し た 新 規 雇 用   

者 １ 人 に つ き ８ ０ 万

円  

(2) 研 究 員 と し て 雇 用

し た 転 属 者 １  

人 に つ き ４ ０ 万 円  

１ 億 円  

 

 

 


